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議案ごとの審議結果
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ＴＰＰ交渉参加反対に関する陳情 趣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
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箱根町暴力団排除条例の制定について 可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町一般会計歳入歳出
決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町国民健康保険特別
会計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町老人保健特別会計
歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町介護保険特別会計
歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町温泉財産区特別会
計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町宮城野財産区特別
会計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町仙石原財産区特別
会計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町蛸川財産区特別会
計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町温泉特別会計歳入
歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

平成 22 年度箱根町育英奨学金特別会
計歳入歳出決算の認定について

認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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